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第４次松伏町 

行政改革大綱 

（平成１９年度～平成２４年度） 

１ これまでの松伏町における行財政改革の取組                   
  松伏町では、第一次松伏町行政改革大綱（昭和６３年度～平成８年度）、第二次松伏町

行政改革大綱（平成９年度～平成１３年度）、第三次松伏町行政改革大綱（平成１４年

度～平成１８年度）、第４次松伏町行政改革大綱（平成１９年度～平成２４年度）、第５

次松伏町行政改革大綱（平成２４年度～平成２８年度）を策定し、それぞれの社会経済

環境の変化に即応しながら、行政改革を実施してきました。その間、平成１６年度に、

国の三位一体改革の影響による地方交付税の減少等により、町の財政の立て直しが急務

となったため、緊急行財政健全化対策を講じました。 

  また、平成１７年度には、総務省から通知された「地方公共団体における行財政のた

めの新たな指針」に基づく「集中改革プラン」を策定しました。 

  このような取組と併せて、平成１８年度には、景気の低迷による町税の伸び悩みや地

方交付税等の更なる減少も見込まれることから、「松伏町行財政対策推進本部」を設置

し、行財政健全化に向けて検討を行い、松伏町行財政対策検討結果報告書を取りまとめ

ました。 

  これまでの行財政改革を基に、平成２８年度には、平成２９年度から平成３３年度（令

和３年度）までの５年間を計画期間とする松伏町行政マネジメント戦略を策定し、「ニ

ーズに応え変化し続けるサービスマネジメント」、「町の魅力をセールスできる組織・人

材マネジメント」、「更なる収益向上を目指す行財政マネジメント」の視点に立ち、取り

組んでまいりました。 

 

  

●  ●  ● ・・・ ●  ●  ● 

第二次松伏町行政改革大綱 

（平成９年度～平成１３年度） 

第一次松伏町行政改革大綱 

（昭和６３年度～平成８年度） 

第三次松伏町行政改革大綱 

（平成１４年度～平成１８年度） 

第５次松伏町 

行政改革大綱 

（平成２４年度～平成２８年度） 

松伏町行政マネジメント戦略 

（第６次松伏町行政改革大綱） 

（平成２９年度～平成３３年度） 

・松伏町緊急行財政健全化対策 

（平成１６年～平成１８年） 

・集中改革プラン 

（平成１７年～平成１８年） 

・松伏町行財政対策検討結果 

（平成１８年） 
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方 針 

 ① 町と町民の共創推進 

② 効率的・効果的な組織体制と人財育成の強化 

③ 安定した財政基盤の維持 

④ 未来を見据えた環境への配慮 

 

 

 

 

２ 第７次松伏町行政改革大綱                           

（１）目的 

現在の社会経済情勢は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあるなか、

エネルギー価格や物価の高騰により、依然として厳しい経済状況が続いています。 

一方で、少子高齢化の進行に伴う生産年齢人口の減少や社会保障ニーズの増加、毎

年のように多発する大規模災害等、地方自治体においては急激な社会経済情勢の変化

に対応する行財政運営が求められています。 

また、これまでは組織や人員、財政面における数値的な見直しが中心となる行政改

革でしたが、従来の取組に加え、変化する社会経済情勢に対応できる人財の育成や、

持続可能な社会に寄与する取組等の強化が必要となります。 

今後も町民目線に立ち、多様化・複雑化する町民ニーズを的確に捉えながら、効率

的・効果的で質の高い公共サービスを提供するために、町税を中心とした自主財源の

確保を図るとともに、事業のスクラップ＆ビルドを進め、限られた人員・予算の中で、

最少の経費で最大の効果を上げる施策の展開が望まれています。 

以上の状況を踏まえ、行財政改革の取組は松伏町行政マネジメント戦略（第６次松

伏町行政改革大綱）までに一定の成果があったことから、これを継承しつつ、第６次

総合振興計画における町民意識調査の結果等を反映し、社会経済情勢に対応する取組

を強化するとともに、効率的・効果的に行財政運営を推進していくための基本方針と

して、第７次松伏町行政改革大綱を策定するものです。 

 

（２）基本方針 

第７次松伏町行政改革大綱では、「各世代が笑顔あふれるまちづくり」を目指すと

ともに、町民の皆様へのサービスの効率的・効果的な提供に努め、安定した財政基盤

を持続させるため、次の方針に基づく新たな行政改革に取り組むこととします。 
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 予測の出来ない社会経済情勢の変化や少子高齢化の進行による社会保障費が増

加するなか、町の行財政運営の持続可能性を高めるために、町税等の収納率向上を

中心とした自主財源の確保を強化します。また、将来にわたって安定した公共施設

等の運営や質の高い行政サービスを提供するため、受益者負担の適正化、公有財産

の活用を図りながら財源の確保に努めます。更に、企業版ふるさと納税による寄附

を広く募り、各事業への民間資金の活用を図ります。 

 

適正なワークライフバランスにより心身ともに健康の維持増進を図り、職員が

最大限能力を発揮できる職場環境を整えます。また、国とともにＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）について着実に進めるとともに、業務の負担軽減・

効率化や課題解決の手段としてデジタルを活用できる人財育成に努め、事務事業

の手法を見直し業務プロセスの最適化を図ります。 

町民への情報発信を充実し、町民との情報共有を図るとともに、地域における

様々な主体によるまちづくりを町民と一体となって取り組むことで、人口減少社会

や少子高齢化の進行といった社会情勢の変化に対応できる、将来を見据えたまちづ

くりを進めます。また、誰一人取り残さない地域で育む環境づくりや町民との共創

による地域づくりを推進し、誰もが心豊かに暮らせるまちづくりを目指します。 

ＳＤＧｓ持続可能な社会づくりへの取り組みとして、ごみの減量や地球温暖化の

防止に取り組んでいくとともに、将来にわたり持続可能な脱炭素社会の構築に向け

た取り組みを行っていきます。 

そして、誰もが、安全・安心で快適なくらしを実感して暮らせる環境を次世代に

受け継いでいくために、環境負荷の軽減を常に意識し、行財政改革に取り組んでい

きます。 

① 町と町民の共創推進 

 

 

 

 

 

 

② 効率的・効果的な組織体制と人財育成の強化 

  

 

 

 

 

 

③ 安定した財政基盤の維持 

 

 

 

 

 

 

 ④ 未来を見据えた環境への配慮 
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（３）計画期間 

松伏町第５次総合振興計画後期基本計画は令和５年度までですが、当該計画を遂行

するとともに、さらなる町の発展に寄与するため、令和４年度から令和８年度までの

５年間とします。 

 

（４）アクションプラン（実施計画） 

松伏町行政マネジメント戦略（第６次松伏町行政改革大綱）に代わる新しい取組と

して「第７次松伏町行政改革大綱」を策定し、当該大綱は実施計画であるアクション

プランにより推進されます。 
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①町と町民の

共創推進

②効率的・効果

的な組織体制と

人財育成の強化

③安定した財政

基盤の維持

④未来を見据え

た環境への配慮

３ 第７次松伏町行政改革大綱・アクションプラン                  

（１）体系図 

松伏町第５次・第６次総合振興計画 

 

 

第７次松伏町行政改革大綱 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各世代が笑顔あふれるまちづくり 
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（２）一覧 

第７次松伏町行政改革大綱に基づき、方針ごとに取組項目を位置づけています。 

 

基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

① 

町 

と 

町 

民 

の 

共 

創 

推 

進 

1 ①－1 シティプロ

モーション

の展開 

松伏町シティプロモーション戦略に

基づき、広報活動・情報発信等の各

種事業を進める。 

町民が情報を得る機会を多くし、行

政への関心を高め、まちづくりに対

する意識の向上を図るため、広報紙

やホームページをはじめ、メール配

信サービスやツイッター、インスタ

グラム等の SNSを利用し、情報伝達

手段の多様化と充実を図る。 

総務課 

秘書広報 

担当 

2 ①－2 広聴制度の

充実 

「町民の声ボックス」、「WEB版町民

の声ボックス」及び「松伏町町民意

見反映制度」（パブリックコメント

制度）の制度を周知し、要望・意

見・提案の件数を拡大して町政への

参加を図る。 

総務課 

秘書広報 

担当 

3 ①－3 地域防災力

の向上 

災害による被害を予防し、軽減する

ために重要となる「共助」の担い手

である自主防災組織等に対し、リー

ダー育成・知識の習得のための研修

等の企画を行い、自主防災組織の活

性化に繋げる。 

総務課 

庶務防災 

担当 

4 ①－4 任意団体事

務局の担い

手の育成 

現在町職員が担っている任意団体の

事務局業務について、将来的に、任

意団体事務局の担い手を育成できる

よう関係各課で意識改革を図る。 

また、団体に交付している団体補助

金等の適切な管理に努める。 

企画財政課 

総合政策 

担当 
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基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

① 

町 

と 

町 

民 

の 

共 

創 

推 

進 

5 ①－5 健康増進・

介護予防の

推進 

地域において自主的に行われる介護

予防活動を育成・支援し、高齢者が

いきいきと活動できるよう、全高齢

者を対象として、介護予防事業を実

施する。 

いきいき 

福祉課 

地域支援 

担当 

6 ①－6 地域におけ

る子育て支

援の充実 

乳幼児とその保護者を対象に、親子

で遊ぶなかで情報交換や交流、仲間

づくりを行う場所を開設し、子育て

についての相談、情報の提供、助言

その他の支援を行う。 

すこやか 

子育て課 

児童福祉 

担当 

7 ①－7 農村トレー

ニングセン

ター・赤岩

農村センタ

ーの充実 

快適な利用環境を提供するために、

施設の利用状況に応じた修繕や改修

を実施することにより、施設利用の

向上を図る。また、農村トレーニン

グセンターと北部サービスセンター

との連携や、赤岩農村センターとふ

れあい農園の一体利用などによる相

乗効果を狙う。 

環境経済課 

農政担当 

8 ①－8 生涯学習の

充実 

出前講座の内容を充実させるととも

に、町民編の講師及び利用件数の拡

大を図る。また、出前講座を中心と

した生涯学習事業の充実を図る。 

教育文化 

振興課 

社会教育 

担当 

9 ①－9 質の高い学

校教育 

ＩＣＴの活

用 

ＧＩＧＡスクール構想により令和２

年度末に整備されたＩＣＴ機器を活

用し、質の高い学校教育を実現す

る。 

教育総務課 
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基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

② 

効 

率 

的 

・ 

効 

果 

的 

な 

組 

織 

体 

制 

と 

人 

財 

育 

成 

の 

強 

化 

10 ②－1 定員管理の

適正化 

適正な職員数により効率的な行政運

営を図るため、国の働き方改革や再

任用制度の運用等、社会経済情勢の

変化に対応し、各制度の動向を踏ま

えた上で令和４年度中に新定員適正

化計画の策定を行い運用を開始す

る。 

企画財政課 

総合政策 

担当 

11 ②－2 効率的な組

織の編成 

第５次及び第６次総合振興計画の着

実な推進、社会経済情勢や住民ニー

ズに合わせた職制、事務分掌等を編

成し、住民サービスや組織の効率化

を図るとともに、重要施策に対して

は積極的に取り組む体制を構築す

る。 

企画財政課 

総合政策 

担当 

12 ②－3 人事評価の

結果の活用 

能力・実績に基づく人事管理の徹底

及び組織全体の士気高揚、公務能率

の向上を目的とする人事評価制度を

構築するとともに、その結果を人事

管理の基礎として活用する。 

総務課 

職員文書 

担当 

13 ②－4 報酬及び給

与の適正化 

人事院勧告を基に報酬及び給与を適

正に支給するとともに、自宅に係る

住居手当の廃止に向けた準備・手続

きを実施する。 

総務課 

職員文書 

担当 

14 ②－5 デジタル技

術を効果的

に活用する

ための人財

育成 

・職員に対するＤＸ意識醸成の働き

かけ（外部研修会・内部研修・庁内

勉強会・情報提供等） 

・デジタル技術等を活用した業務課

題の解決 

企画財政課 

総合政策 

担当 

15 ②－6 ワークライ

フバランス

と働き方改

革 

長時間労働の見直し・育児や介護等

の家庭と仕事との両立を支援できる

職場の雰囲気づくり・心と身体の健

康維持増進に留意した取組みにより

職員一人一人のウェルビーイング

（幸福度）の向上を目指す。 

総務課 

職員文書 

担当 
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基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

 16 ②－7 働きやすい

職場づくり

と人財育成 

新人教育や若手職員の研修の充実・

管理職のマネジメント及びハラスメ

ント研修・人事考課制度の適正な運

用・担当毎はもちろん上司や人事担

当との円滑なコミュニケーションが

図れる組織風土の醸成による職員エ

ンゲージメント（職場愛着度）の向

上を図る。 

総務課 

職員文書 

担当 

③ 

安 

定 

し 

た 

財 

政 

基 

盤 

の 

維 

持 

17 ③－1 企業版ふる

さと納税に

よる寄附を

広く募り、

各事業への

民間資金の

活用を図る 

地域再生計画の目標達成に向け実施

する事業及び地方創生応援税制制度

を企業に PRする。 

企画財政課 

総合政策 

担当 

18 ③－2 自動販売機

等の設置に

係る公募制

の推進 

①公募を実施することで、賃貸借料

の提案による価格競争はもちろんの

こと、設置事業者から社会貢献等の

提案をいただくことで、歳入＋αの

付加価値を得る。 

②町内業者について契約方法を見直

す。 

総務課 

企画財政課 

19 ③－3 納税機会の

拡大と収納

率の向上 

令和５年度から、地方税共通納税シ

ステム対象税目が拡大され、町で導

入している納付手段以外の納付が可

能となる。 

地方税共通納税システムの利用を促

進することで、納税機会及び収納チ

ャネルが拡大されることから、収納

率の向上に繋げる。 

税務課 

徴収担当 

20 ③－4 法人町民税

不均一課税

の検討 

法人町民税の税率の見直しについて

検討する。 

税務課 

町民税 

担当 
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基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

③ 

安 

定 

し 

た 

財 

政 

基 

盤 

の 

維 

持 

21 ③－5 都市計画税

導入の検討 

今後も持続可能な、発展するまちづ

くりを推進するために、既に実施し

た都市計画事業の償還金等の財源及

び今後予定される都市基盤整備に充

てる財源を安定的に確保するため、

都市計画税の導入を検討する。 

税務課 

新市街地 

整備課 

まちづくり

整備課 

22 ③－6 下水道使用

料改定の検

討 

受益者負担の適正化を図るため、下

水道使用料の改定を検討する。 

まちづくり

整備課 

下水道担当 

23 ③－7 新規企業誘

致の推進 

都心から３０ｋｍ圏内にあり、東埼

玉道路の開通を目前とした松伏町の

ポテンシャルを生かし、職住近接の

環境整備、雇用の確保、町の財政力の

向上を目的として、第５次総合振興

計画の土地利用構想に位置付けた

「職住近接と核づくりによる新市街

地区域」の開発を引き続き推進しつ

つ、進出する企業への支援及び新た

な企業の誘致を目指す。 

新市街地 

整備課 

企業誘致 

推進担当 

24 ③－8 各種事業の

企業協賛・協

力の導入 

各種事業に協賛・協力をいただける

企業を広く募集し、企業からの協賛

金や人的援助を得る。また、チラシや

冊子に企業名を記載し、広告収入を

得る。 

教育文化 

振興課 

25 ③－9 企業広告等

による収入

の拡大 

自主財源の確保のため、財源確保と

町民感情とのバランスを考慮し検討

を行う。 

①「広報まつぶし」「町ホームページ」

による企業広告の掲載 

②町有財産等（公用車、AED、配布物、

封筒等）を利用した企業広告の掲載 

総務課 

秘書広報 

担当 

庶務防災 

担当 



- 11 - 

 

 

 

基本 

方針 

通し 

番号 

整理 

番号 
取組項目 取組内容 

課及び 

担当名 

④ 

未 

来 

を 

見 

据 

え 

た 

環 

境 

へ 

の 

配 

慮 

26 ④－1 生産緑地制

度の導入 

市街化区域内の良好な都市環境を確

保するため、緑地機能及び多目的保

留地機能の優れた農地等を保全する

ことを目的とした生産緑地制度の導

入を検討する。 

新市街地 

整備課 

新市街地・ 

公園担当 

27 ④－2 空家等の適

正な管理の

促進 

土地・家屋等の所有者に対して、意識

啓発や相続支援等の事前対策を実施

する。 

適正な管理がされていない空家等の

所有者に対して、適正な管理を促す。 

新市街地 

整備課 

28 ④－3 ごみの戸別

収集 

高齢者のみで構成された世帯等、条

件に合致する世帯に対し、有償で可

燃及び不燃ごみの戸別収集を実施す

る。 

環境経済課 

生活環境 

担当 

29 ④－4 プラスチッ

ク資源循環

の検討 

燃えるごみとして扱っているプラス

チックごみについて、分別収集の実

施を東埼玉資源環境組合構成市の動

向を踏まえながら検討する。 

併せて、ごみ袋の有料化の拡大につ

いて検討する。 

環境経済課 

生活環境 

担当 

30 ④－5 ペットボト

ル水平リサ

イクルの推

進 

２０５０年に二酸化炭素排出実質ゼ

ロを目指す「ゼロカーボンシティ」の

取り組みを推進するため、リサイク

ルの過程で石油資源の使用を抑制で

きる水平リサイクルを推進する。 

また、ペットボトルの回収率を向上

させるため収集方法の検討を行う。 

環境経済課 

生活環境 

担当 

31 ④－6 電気自動車

の公用車利

用及びカー

シェアリン

グの導入 

公用車利用としての電気自動車の導

入及び公共施設への充電器の整備を

実施する。また、電気自動車の普及啓

発に伴う町民を対象としたカーシェ

アリングの導入を検討する。 

総務課 

庶務防災 

担当 


